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         運 輸 安 全 委 員 会      

Japan Transport Safety Board 
 



  （東京事案） 

  １ 漁船第十八鹿島丸漁船第五十八太幸丸衝突 

  （地方事務所事案） 

   函館事務所 

  ２ 漁船第十一長栄丸火災 

  ３ 漁船第十八征運丸火災 

  ４ 漁船第２８えびす丸乗組員死亡 

仙台事務所 

  ５ 漁船共栄丸乗組員負傷 

  ６ 漁船第八共栄丸乗組員負傷 

  ７ 漁船第二義丸漁船第二豊栄丸乗組員死亡 

  ８ 漁船第六安洋丸養殖施設損傷 

   横浜事務所 

  ９ コンテナ船COSCO YOKOHAMA漁船第七勇仁丸衝突 

  10 漁船第十二浩昇丸乗組員死亡 

  11 漁船第三十六栄進丸転覆 

  12 貨物船第二海福丸衝突（岸壁） 

  13 油タンカー第七十二英山丸油タンカー第七光正丸衝突 

  14 砂利採取運搬船富士川丸油タンカー第七高榮丸衝突 

  15 漁船第二北斗丸乗組員死亡 

  16 貨物船兼油タンカー新衛丸衝突（岸壁） 

  17 漁船五十八浜平丸漁船浜平丸漁船はまへい衝突 

  18 漁船第三中村水産丸漁船第三清福丸衝突 

  19 砂利・石材運搬船第五大竜丸乗揚 

  20 漁船第八唐池丸作業員死亡 

  21 漁船寿々丸乗組員負傷 

  22 モーターボートコルネオーネ号転覆 

  23 押船ながさき転覆 

神戸事務所 

  24 コンテナ船MSC FIRENZE衝突（岸壁） 

  25 モーターボートブルーツリー号同乗者負傷 

  26 漁船第八緑丸漁船希章丸衝突 

  27 プレジャーヨットＢＯＮＡＮＺＡⅡ乗揚 

  28 瀬渡船大幸丸釣り客負傷 

 



広島事務所 

  29 液化ガスばら積船第２徳盛丸乗揚 

  30 交通船はまかぜ６プレジャーボート中磯丸衝突 

  31 漁船第八十泰然丸衝突（定置網） 

  32 モーターボート富夢想野Ⅰ号乗揚 

  33 貨物船第八住力丸乗揚 

  34 瀬渡船わかしお丸衝突（養殖筏） 

門司事務所 

  35 プレジャーボートＢＬＡＣＫＦＩＮ転覆 

  36 押船瑞穂丸起重機船第三瑞穂丸乗組員死亡 

  37 押船第五瑞穂丸起重機船第八瑞穂丸乗揚 

  38 漁船漁生丸乗組員負傷 

  39 漁船漁生丸プレジャーボート潮Ⅲ衝突 

  40 漁船康善丸乗揚 

  41 砂利採取運搬船第五住吉丸漁船第三山陽丸衝突 

  42 漁船恵比須丸プレジャーヨットＰＡＮＡＲＩ衝突 

  43 貨物船第三十六親力丸乗揚 

長崎事務所 

  44 漁船第八十一丸福丸乗揚 

  45 モーターボート光丸モーターボートＮＡＮＴＡＮＩ衝突  

  46 モーターボート宝生丸モーターボート川添丸衝突 

  47 旅客フェリーフェリー長崎乗組員負傷 

  48 貨物船信洋丸漁船第５満生丸衝突 

  49 漁船第５満生丸乗揚 

那覇事務所 

  50 漁船第二光丸火災 

 



 

 

 

 

 

 

 本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、

運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、

事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、

事故の責任を問うために行われたものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  後 藤 昇 弘 



 

≪参 考≫ 

 

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 モーターボート光丸モーターボートＮＡＮＴＡＮＩ衝突 
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船舶事故調査報告書 

 

                     平成２４年９月１３日 

                 運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                    委   員  庄 司 邦 昭 

                    委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年９月２４日（土） １４時３０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市三重式
み え し き

見
み

港沖防波堤西方沖 

 長崎市所在の能瀬
の せ

灯標から真方位１８３°６３０ｍ付近 

（概位 北緯３２°４７.９′ 東経１２９°４３.８′） 

事故調査の経過  平成２３年９月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート 光
ひかり

丸、５トン未満 

   ２９２－３０９６１長崎、個人所有 

   ５.５４ｍ（Lr）×１.６３ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１８.４０kＷ、昭和５２年５月 

Ｂ モーターボート ＮＡＮＴＡＮＩ
ナ ン タ ニ

、５トン未満 

   ２９２－２２０６４長崎、個人所有 

   ４.４０ｍ（Lr）×１.５９ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１８.３９kＷ、昭和５５年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成１０年１２月１日 

免許証交付日 平成１９年１２月１７日 

           （平成２５年１１月３０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和６３年４月２２日 

免許証交付日 平成１９年１２月１７日 

（平成２５年４月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首材下部及び船首船底に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾外板及び船外機の破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、長崎市伊王
い お う

島西方沖で釣りを行ったのち、三重式見港へ帰港するため、同沖を発

進し、船長Ａが船尾の船外機右舷側に腰を掛けて操縦を行い、三重式
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見港沖防波堤西方沖に向けて北北東進した。 

Ａ船は、船首が浮上して船首方の見通しが悪くなっていたので、船

長Ａは、発進当初、時折、立って船首方向の見張りを行っていたもの

の、他船を認めなかったので、その後は腰を掛けて見張りを行い、三

重式見港沖防波堤西方沖を北北東進中、平成２３年９月２４日１４時

３０分ごろＡ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。船長Ａ

は、衝突してＢ船に気付いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１３時００分ごろ三重式見港沖

防波堤西方沖でパラシュート型シーアンカーを投入して船首を西北西

に向け、機関を停止して漂泊しながら釣りを行っていた。 

船長Ｂは、衝突の約５分前、左舷方からＢ船に向けて接近して来る

Ａ船を視認したが、Ａ船がＢ船を避けて通過するものと思って釣りを

続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが釣りをしながらＡ船の動静を見守っていたとこ

ろ、Ａ船が約２００ｍまで接近しても進路を変えず、更に約１００ｍ

まで接近したので衝突の危険を感じ、手を振って大声で叫んだもの

の、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、損傷箇所から浸水し、船長ＢはＡ船に乗り移り、船長Ａが

海上保安庁へ通報して調査を受けた後、Ａ船によって三重式見港にえ
．

い
．
航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、航走中に船首が浮上し、船首方の見通しが悪くなるので、

船長Ａは、日頃においては、時折、立って船首方に他船がいないか確

認していた。 

Ａ船の同乗者は、船首甲板の椅子に船尾方を向いて腰を掛けていた。

船長Ａ及びＡ船の同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三重式見港沖防波堤西方沖を北北東進中、船長Ａが、船首

方に他船はいないと思い込み、船首方の適切な見張りを行っていなか

ったことから、船首方で漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

Ｂ船は、三重式見港沖防波堤西方沖で漂泊中、船長Ｂが、接近する

Ａ船がＢ船を避けて通過するものと思い、釣りを続けていたが、Ａ船

が接近するので、手を振るなどして注意を喚起したものの、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 
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原因  本事故は、三重式見港沖防波堤西方沖において、Ａ船が北北東進

中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、船首方の適切な見張りを行っていなか

ったため、船首方のＢ船に気付かずに航行し、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首浮上により前方の見通しが悪い場合は、前方の適切な見張り

が行えるような措置を講じ、他船を見落とさないようにするこ

と。 

・漂泊中に他船が接近してきた場合、動向に注意し、早めに機関を

始動して回避できるようにしておくこと。 

 


